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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 
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△開  会 

○委員長（佃 昌樹）ただいまから、昨日の

委員会に引き続き、企画経済委員会を開会いたし

ます。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、情報政策課から審査を進めたいと

思いますが御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可します。 

────────────── 

△議案第９４号 決算の認定について（平

成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（佃  昌樹）それでは、議案第

９４号決算の認定について、平成２５年度薩摩川

内市一般会計歳入歳出決算を議題とします。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）まず、情報政策課の審

査に入ります。 

 決算の概要について、部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）おはようござい

ます。昨日に引き続きまして、企画政策部の決算

審査につきましてよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、説明いたします。 

 情報政策課の主要施策につきまして、昨日同様、

決算附属書の成果説明書４３ページをお願いいた

します。 

まず１点目、地域情報化の推進、（１）難視

聴地域の解消では、表に記載のとおりごらんの五

つの組合に対し補助をいたしまして、地上デジタ

ル放送難視聴地域の解消に努めました。 

 なお、地上デジタル放送難視聴対策は基本的に

これをもって全て本地域内、完了したと考えてお

りますけれども、今後において新たな状況の変化

がございますれば、地域との相談窓口、あるいは

関係機関との協議、調整など、適切に対応し、地

域の支援に努めてまいる考えでございます。 

 ２点目は、電子計算組織の運営管理として、迅

速かつ確実な市民サービスの提供と、効率的な職

員の業務遂行を実現するために各システムの安定

稼働、そしてまた、総合支援型窓口システムの導

入等によりまして、経費削減、業務の効率化に引

き続き努めているところであります。 

 以上、簡単でございますが情報政策課の概要と

いたします。 

 決算内容につきまして、課長から説明いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、情報政策課分について当局の説明

を求めます。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）おはようござ

います。情報政策課に係る平成２５年度の歳入歳

出決算について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、決算書の

９１ページをお開きください。 

 ２款１項７目情報管理費、支出済額２億

７,３１６万７,３０２円でございます。 

事項、地域情報化推進事業費では、今までに

敷設した光ケーブルや各業務システムの保守、地

上デジタル放送の難視聴地域を解消するために要

した経費等で、主なものは本土・甑島間海底光

ケーブル保守業務委託や地上デジタル放送を受信

するための５共聴組合の施設整備に係る補助金で、

うち繰越明許費は次のページ９３ページをお開き

ください。３共聴組合で施設整備が遅れたことに

よるものです。 

 次の事項、情報管理費は、迅速かつ確実な住民

サービス実現のために、各業務システムの安定運

用や業務の効率化に要した経費等で、主なものは

基幹系システム各業務の運用支援に係る業務委託

等であります。 

 次に、不用額の主なものといたしまして、

１１節需用費、５８万７,１９６円の執行残です。

基幹系の高速プリンター等消耗品執行残と修繕料

の執行残で、予測できない故障対応のために減額

をしていないものです。 

 また、１９節負担金補助及び交付金２２３万

７,３５７円の執行残です。地上デジタル放送受

信のための事業費確定による執行残になります。 

 次に、歳入の御説明をいたします。 

５５ページをお開きください。１７款１項１目財

産貸付収入、３節財産貸付収入であります。内訳
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は、過去に整備しました携帯伝送路のＮＴＴドコ

モへの貸付料になります。 

 次に、６７ページお開きください。２１款５項

４目雑入、１節雑入のうち情報政策課分、新たな

難視対策事業費補助事業助成金は、歳出で説明い

たしまた共聴施設改修に係る国からの助成を、デ

ジタル放送推進協会を通じて、雑入として受け入

れるものです。うち、繰越明許費は３共聴施設で

整備が遅れたことにより、実績報告１１共聴施設

分が２４年度内に完了しなかったため、収入未済

となっていたものです。 

 次に、財産に関する調書のうち情報政策課分の

所管分について説明いたしますので、３８３ペー

ジをお開きください。重要物品現在高調です。左

側の表、下から４行目の電子計算機機器類２１件

の減のうち、当課所管では１１件でありまして、

内訳は合併時購入ネットワーク機器５件、サー

バー機器等６件で、機器更新に伴い不用になった

ものであります。 

 以上で、情報政策課の説明を終わります。御審

査のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）たしか、マイクロソフト社

がＷｉｎｄｏｗｓの古いバージョンのメンテナス

を含めてサービスを一切やめたのが、昨年の多分、

１０月かそこらだったと思うんですけど。それ以

降、新年度になるまで、つまりリース期間が契約

されるまで、本市においては一部のパソコンでイ

ンターネットへの接続が制限されたという事情が

あったのですが。この不用額にその辺が何か反映

されていますか、それとも反映されていませんか。

ちょっと、その辺を説明をお願いします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）反映されてお

りません。 

○委員（谷津由尚）多分、反映されてないと思

うのですけど、いずれにしてもリース契約の中で

あったわけですけども。実際にインターネットを

使えないという規制をかけざるを得なかったとい

うパソコンが数十台出てきたのは事実なのですけ

ども、この件については、当然、リース契約だか

ら、リース契約を下げるとか、契約金を下げると

かそういうことにはならないわけですけども。こ

のことについては、今後どのような契約に、対策

として反映をされたか、またはされてなければ、

今度どのようにされようと思われているかをちょ

っとお伺いします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）今年度、７月

に導入しましたパソコンにつきましては、ダウン

グレード版という形で対応しております。そのよ

うなものを５年契約という形でしております。も

し、サポート停止になった場合は、それをアップ

グレードする処置をする形になるかというふうに

考えております。 

○委員（谷津由尚）アップグレードする場合に、

費用は発生しますか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）今回、発生い

たします。アップグレードするのに、やはり業者

に委託する必要がございます。 

○委員（谷津由尚）一般的なリース契約の中で、

契約条件中で大もとであるマイクロソフト社のサ

ポートがなくなった場合のＯＳの扱い方について

は、その辺の自由度というのはもうちょっと求め

てもいいのじゃないですか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）現在のところ、

そこをアップに含めるということはいたしており

ません。また、時期の公開がございますけど、そ

のときまでにいろいろ検討、指摘のとおり検討し

てみたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

○委員（川畑善照）先ほど、部長のほうでもほ

ぼ難視聴地域は解消していると言われたのですが。

私たちが意見交換会で子岳を回ったときに－下

甑ですね。子岳で苦情というか、難聴があるとい

うことを聞いたのですが、その情報は入っていま

すか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）前回の委員会

のほうでも聞きまして、対応して内容をＮＨＫの

調査結果とあわせまして、子岳のほうには支所を

通じて報告しております。この難視聴はテレビに

なります。ラジオではございません。ラジオのほ

うも、今、言ったみたいにそのような対応をして

おります。 

○委員（川畑善照）それじゃ、子岳のほうには

報告されて、一応、納得はされたということで判

断していいですか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）報告してから、

それ以後何も来ていませんので、報告を理解して
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もらっているとふうに理解しております。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。委員外議員の発言を許します。 

○議員（井上勝博）決算の９２ページの本土・

甑島間海底光ケーブル保守業務委託で、毎年約

５,０００万ぐらい維持管理が。９２ページの決

算ですね、かかっているわけですけども。これは

維持をしていくということで、いずれはまた更新

をせんないかんのじゃないかと。また、いわば

ケーブル自体の老朽化というのがあるんじゃあな

いかと思うのですが、今後の計画というのはどう

なっているのですか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）現在のところ、

どうするかという計画はございません。 

○議員（井上勝博）海底ケーブルを本市が所有

するということによって、これだけの維持費がか

かるわけですので。今後のことについては、甑島

にネットをされる方がふえていけば、ＮＴＴとか

そういうところが採算が合うようになってくるの

でないかなというふうに思うので。今後はそうい

うものこそ、どうやって経費を削減するかという

知恵を絞る必要があるんじゃないかというふうに

思うのですがいかがでしょうか。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）この本土・甑

島海底ケーブルにつきましては、１,９５３万円

になります。５,０００万円はほかのいろんな本

土内のケーブル等含まれております。この中で、

この経費といいますのはＮＴＴと折半になってお

ります。ＮＴＴと共同で敷設しておりますので、

本市が６心分の保守料として１,９５３万、ＮＴ

Ｔもやはり同額の保守料支払って共同で運営して

いるものです。 

 ですから、今後、このケーブルについては、前

回も申しましたとおり携帯電話とか家庭のパソコ

ンだけではなくて、携帯電話の高速化が今、甑島

はほとんど進んできているのですけど、そういう

ものにも利用しているという形になります。今後

は、そのような需要なんかを見てケーブルの需要

は２０年になります、ということです。 

 しかしながら、３０年、４０年は持つというこ

とも言われておりますので、その付近はＮＴＴと

協議しながら、もうおっしゃるとおりひょっとし

たら２０年、３０年先はＮＴＴで十分、運用でき

るということもありますけど、それは今後の検討

という形になるかと思います。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、情報政策課を終わります。御苦労さん

でした。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、広報室の審査に

入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○企画政策部長（永田一廣）附 属 書 の

４４ページをお願いいたします。 

 広報室の主要施策について御説明いたします。 

 まず、１の（１）公聴活動でございます。これ

につきましては、市長みずから市民の皆さん方の

意見を聞くために開催しております、まちづくり

懇話会、昨年度は計７回開催しております。 

 また、アンケートやモニター通信を通じまして、

市政モニターの方々の意見、あるいは御提言をい

ただくとともに、関係課４件になりますが、パブ

リックコメント、いわゆる市民の意見公募を実施

しました。 

 次に、（２）広報活動では広報薩摩川内、ある

いはテレビ、ＦＭ放送によります広報など記載の

とおり、例年の事業ではございますが継続実施し

ております。 

 以上、簡単ですけれども広報室の概要です。 

 決算の内容につきまして、室長のほうから説明

いたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、広報室分について当局の説明を求

めます。 

○広報室長（屋久弘文）広報室に係ります決

算の状況について御説明を申し上げます。 

 初めに、歳出を説明をいたします。 

 平成２５年度薩摩川内市各会計歳入歳出決算書

の８５ページをお開きください。２款総務費１項

総務管理費２目秘書広報費の支出済額１億

３,６５９万９,１９８円のうち、広報室分は
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３,３９９万８,３３４円でありました。 

備 考 欄 で 各 事 項 の 説 明 を い た し ま す 。

８６ページの下段から３事項めになります。公聴

活動費は、まちづくり懇話会に係ります旅費や、

市政モニターへの報償費等が主なものでございま

す。 

その下に広報管理費でございますが、河川情

報表示板情報コンテンツ制作業務委託ほか８件の

委託料、それから取材用のデジタルカメラ購入に

係る備品購入費、日本広報協会への負担金が主な

ものでございます。 

 また、１節５０万円以上の不用額につきまして

は、需用費に７７万４,９８３円の不用額が生じ

ましたが、主には広報紙に係ります印刷製本費の

執行残でございます。 

 続きまして、歳入を説明をいたします。 

 決算書の６３ページをお開きください。２１款

諸収入５項４目、１節雑入でございます。 

 広報室関係は６８ページの備考欄の上段、米印、

広報室のところでございます。広報紙の有料広告

やホームページのバナー公告に係ります広報紙等

公告掲載収入のほか、広報紙送料等実費収入金、

河川情報表示板電気料実費収入金などでございま

す。調定額、収入済額は同額でございます。 

 以上で、広報室に係ります決算状況の説明を終

わります。よろしく御審査賜りますようお願い申

し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。

これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）河川情報表示板というのは

駅のあれだと思いますけど、あれは何年に１回内

容を変えられるんでしょうかね。それと、あの経

費がすごく業務委託が大きいのですが。収入に比

べて支出が大きいんですけど、内容をちょっと教

えてください。 

○広報室長（屋久弘文）御存じのように駅の

西側の壁面についております。あと中のほうにも

小さなのがあるのですが。それが表示板と言われ

ているものですが、内容につきましては毎週更新

をしております。中身につきましては、大まかに

は広報紙で流すようなお知らせ記事等ですけど、

場合によりましては各課から申し出のあったイベ

ントの案内であったり、そういったものも随時調

整をしながら流しております。 

 この委託料に係ります経費は高いようですが、

もともと河川事務所が設置をしたもので、その電

気代を市が負担をして使わせていただいているも

のですから、市が負担をするのですけれども。も

ともとの原稿の作成を業者のほうに委託をしてい

る関係がありまして、その委託業者につきまして

も、河川事務所のほうがお願いした業者というこ

とになりまして、そこに委託料を支払っている関

係で高くはなりますが。先ほど言ったように、毎

週、中を更新作業もしていただいていますので、

そういう経費だということで考えております。 

○委員（川畑善照）毎週ということは、大変い

いことではあるのですけれども。やはり全市的に

甑島の航路の問題から、甑島のイベント、あるい

はもちろん全市的に、祁答院、入来、東郷、樋脇、

旧川内市内全て含めてですが、各行事もその都度

多いですので。１週間に一遍だったら入れられる

と思いますので、ぜひ、ＰＲをもうちょっと多種

多様にしていただきたいとお願いしておきます。 

○委員長（佃 昌樹）要望です。 

○委員（帯田裕達）広報活動のところで、民報

４社、ＦＭさつませんだい、これ内訳はわかりま

すか。 

○広報室長（屋久弘文）民報４社につきまし

ては、テレビ広報業務委託の関係ですが、鹿児島

テレビ放送、南日本放送、鹿児島放送ＫＫＢ、鹿

児島読売テレビの４社になります。 

○委員（帯田裕達）金額は。 

○広報室長（屋久弘文）金額は全て７０万円。

４社とも。２８０万円になります。ＦＭにつきま

しては１７２万８,０００円を支出しております。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑が尽きたと認めま

す。委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（井上勝博）まちづくり懇話会なのです

が、やはり参加される方が自治会長など一般市民

の参加が少ないというふうに感じられるものです

から、工夫をしていただきたい。テレビとかＦＭ

ラジオで公募されているんでしょうけども、気軽

に参加できるようなというふうに宣伝をしていた

だきたいと。同時にアンケートをとるとかやって、

例えばそのアンケートについては、あとでホーム

ページで市の見解も示すとか。そうすれば、参加
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した意味が伝わってきますので、充実した懇話会

になるんではないかと思うのですがいかがでしょ

うか。 

○広報室長（屋久弘文）まちづくり懇話会に

つきましては、開催の２カ月ほど前に各地区コミ

ュニティ協議会の会長さん方にお願いをして、

２カ月後くらいに開催はしますのでということで。

市長の日程がなかなか調整が難しくてとれない状

況もありますが。１カ月くらい前にしっかり日程

を固めて、日程に基いて地区コミュニティ協議会

長さん、自治会長さん方を通じて各住民にも案内

は差し上げているところでございます。いろいろ

意見をいただいているのが、今、昼間の時間帯で

若い方が参加がしづらいとか、そういった意見は

ございますので、今後、開催時間帯とか開催方法

につきましても踏まえて検討はしていきたいなと

いうふうに思っているところです。 

 アンケートにつきましては、６月議会でも御意

見をいただきまして、庁内でもいろいろ検討して

みたのですが。基本的に言えば地区振興計画なん

かにつきましても、たくさん御意見をいただいて

まして。２,５００件とかそういった御意見をい

ただいてまして。そういうことすらなかなか回答

もできない状況の中で、今年度から各地区３件に

絞ったりというような取り扱いもしている状況な

のですが。アンケートとること自体はできないこ

とはないと思うのですが、なかなかそういった要

望とかという件数等もかなり多いものですから、

しっかりとした対応が、各課のほうでしかねる部

分もありまして。広報室としては、公聴活動の一

貫ですから、そういうのはやりたいという思いは

あるのですけれども。受ける側が対応しきれない

部分もありましたりして、ちょっと躊躇している

ところでございます。 

○議員（小田原勇次郎）ありがとうございま

す。短く３点質問させてください。 

 井上議員がおっしゃった、このまちづくり懇話

会についての考え方なのですが、今、事前に３項

目いろいろと地域から課題を出してもらって、そ

れに対して部長等が答弁をしていくというこのあ

り方が住民に対するきめ細やかな、その意見聴取

の協同参画の中で広報広聴活動は非常に重要な位

置づけですから、そういう対応ができているのか。 

 もちろん、市民としては、むしろ市長に率先し

て答弁していただくというような、そういう懇話

会のあり方も必要なのではないか、この考え方を

１点教えてください。 

 ２点目は、予算では大分、反映されてきていま

すけれども、ＦＭさつませんだいの今後の広報活

動に対する活用方法。どのくらい力点を置いてい

かれるおつもりなのかをお考え聞かせてください。 

 最後に、私は、持論は広報室はもっと積極的に

広報活動を、ＰＲに政策的に打って出るべきだと

考えを持つ人間の一人なのですが。今は広報室が

非常に行事の案内、事後報告の部分に重きを置い

ておられるような部分があるのですが。もっと積

極的な広報ＰＲに広報室率先して打って出て行か

れる考えはないのかお考えをお聞かせください。 

 以上です。 

○広報室長（屋久弘文）懇話会の議題につき

ましては、３議題ではなくて各地区１議題という

ことでお願いをしているところです。 

 その前に、地区コミュニティ協議会の会長さん

方に各地区、今度策定をされました第３期の地区

振興計画の重点項目というのを３項目出していた

だいているのですが、その説明をお願いをしてい

るところで、実質、その１議題につきまして庁内

検討も含めて会場で回答をさせていただいている

ところでございます。 

 懇話会につきましては、議題は１議題ですけれ

ども、そのあとに意見交換会という会次第を設け

ておりまして。その中で議題として上げられなか

った１議題以外のものにつきまして、いろいろ御

意見を伺いしまして、その場で回答できるものは

回答し、できないものはあと持って回答するよう

な形でとらせていただいているところでございま

す。 

 ＦＭさつませんだいにつきましては、皆さん御

存じのとおり、かなり聞いてらっしゃる方が多く

なってきておりまして。私どものほうも各課から

上がってきた情報等につきまして、随時流してく

ださいということでお願いをしております。行政

枠という、うちが持っている予算の中で流してい

ただいている分もあれば、向こうの配慮によりま

して空き時間等に地区コミの活動等、それから市

からのお願いしたあとの再度空き時間に流してい

ただいたりということで、かなりＦＭさつません

だいについては、今後も広報媒体として重要な位
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置づけを広報室としても取っておりまして。今後

も有効に活用させていただきたいというふうに思

っております。 

 積極的な広報活動ということでございますが、

ちょっと私も半年近くがたっておりますけれども、

日ごろの業務に追われ、広報紙とかそういう作成

等に追われている状況で、今、小田原議員が言わ

れたように広報活動－打って出るような広報活

動、というのはなかなかできていないというのは

自分もわかっているところでございますが。まだ

将来的なものは考えておりませんけど、今いただ

きました重要な御意見ですので、今後、自分なり

にも室の中でも検討していきたいというふうに思

っております。 

 ただ、何せ５人しか職員もおりませんが、やれ

る範囲というのも制限があるのかもしれませんが、

一生懸命答えられるような対応は検討していきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（佃 昌樹）部長にちょっと尋ねますけ

ど、その広報活動について、今、小田原議員のほ

うからありましたが、全部結果だけの報告では市

民の意見はなかなか出てこない。アンケートもと

ってない。だから、いろんな政策的な問題を広報

の中でも数多く取り上げていって、いろいろ市民

からアンケートの代わりとして、いろいろな意見

が聞けるような広報紙のあり方というのはできな

いものかなっていうふうには、思うのですがその

辺の今後の見通しについてどうなのでしょうかね。 

○企画政策部長（永田一廣）市長の、市の政

策を市民に知っていただく公聴・広報。その両方

の兼ね合いから、今後の広報活動の充実、広報紙

を活用しての今後のあり方はないかというものな

のですが。手法としては広報薩摩川内、これによ

って、さらに公聴という活動はできると思います。

ただ、紙面も限られておりまして、なかなか広報

薩摩川内によるっていうのも一律、それによると

いうことも難しいと思いますので、別のチラシと

か別の郵送とかでそういう形でのアンケートなり、

公聴というのは今後も積極的にしないといけない

と思っております。 

 ただ、繰り返しになりますが、現在の広報紙が

ボリュームがありまして、限られておりますので、

その中に入れてやるというのが計画的にできるか

というのは、ちょっと難しいところがありますの

で、ケースに応じていろんな手法によって公聴活

動はやっていきたいというふうに考えております。 

 ちょっと答えにならず済みません。 

 それと、小田原委員のほうからまちづくり懇話

会のあり方について、御意見ありました。せっか

くの機会だから市長の声を直接聞きたいと。議題

について部長が回答するという形になっておりま

して、そういった形をもう少し市長の生の声を聞

きたいということでございます。 

 議会の一般質問もそうなのですが、出された議

題につきましては市長を交えて十分議論して、市

長のほうから市長の代理としてこれで回答しなさ

いという指示をいただいておりますので、そうい

う形になっております。その点、御了解いただき

たいと思います。 

 それで、市長の考えとか思いというのは会議の

冒頭１０分、１５分使いまして少し時間かかると

ころがありますが、冒頭市長の思いは説明してご

ざいます。この点が一つ。 

 それと、議題に関しまして、部長が答弁した内

容でまだ足りない部分、政治的、政策的な回答を

求められるケースにつきましては、市長のほうか

ら、そのあと回答をするようにしておりますので、

御了解いただきたいと。今後は近く樋脇のまちづ

くり懇話会がありますので、議会の中でもせっか

くの機会だから市民は市長の声を聞きたいという

そういう声があるということを伝えながら臨みた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、広報室を終わります。御苦労さんでし

た。 

────────────── 

△新エネルギー対策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に新エネルギー対策

課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、新エネルギー対策

監の説明を求めます。 

○新エネルギー対策監（松枝賢治）それでは、

新エネルギー対策課の決算審査よろしくお願いい

たします。 

 早速でございますが、新エネルギー対策課の決
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算の概要につきまして、御説明させていただきま

すので、決算附属書の３６ページをお開きくださ

い。 

 まず１．の次世代エネルギービジョン関するこ

とにつきましては、昨年３月に策定いたしました

次世代エネルギービジョン及び行動計画を着実に

推進するため、（１）の次世代エネルギービジョ

ン推進会議を設置し、委員の皆様方からの御意見

を伺ったほか、（２）次世代エネルギービジョン

導入促進協議会の総会を開催し、ビジョン及び行

動計画の概要を説明したほか、会員企業間の情報

交換を行ったところでございます。 

 次に、２．次世代エネルギーの導入及び普及に

関することにつきましては、ビジョン及び行動計

画に基づき、多くの具体的事業を実施いたしまし

た。アの総合運動公園防災機能強化事業では、同

公園に太陽光発電設備を導入し、停電時に売電用

の発電設備から同施設内に電力を供給できる仕組

みを構築、本年２月から運転を開始したところで

ございます。 

 イの公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業

では、公共施設の有効活用等のため企画提案公募

を実施し、実施内容等の協議の整いました２事業

者４施設と実施に関する協定を締結いたしました。 

 また、近日中に１事業者とも協定を締結する予

定でございます。 

ウのスマートグリッド実証試験では、寄田中

学校跡地に実証試験設備を九州電力が設置したほ

か、市民へのアンケート調査やモニターの募集を

行い、約２５０世帯を対象に本年７月から実証試

験を開始しているところでございます。 

 エの小鷹井堰らせん水車導入実証事業では、水

利権取得のための流量調査を行いました。 

 続きまして、３７ページの御説明をさせていた

だきます。オの超小型モビリティ導入実証事業で

は超小型モビリティを２０台、カの甑島ＥＶレン

タカー導入実証事業では電気自動車を３台、それ

ぞれ甑島に導入し各種データの収集を行いました。 

 キのスマートハウス実証事業では、川内駅東口

区画整理地域内の市有地へ、スマートハウス建設

に係る工事を発注。９月４日に竣工式を行い

１０月１日から見学施設としてオープンしている

ところでございます。 

 クの川内駅ゼロエミステーション化検討事業で

は、市民活動の拠点であります川内駅への次世代

エネルギー導入・活用に向けた調査を行いました。 

 ケの産学官連携デジタルグリッド実証事業では、

新しい電力供給システムを構築するため、東京大

学のデジタルグリッドコンソーシアムと協定を締

結いたしました。 

コの分散型エネルギーインフラ導入可能性調

査事業では、総務省からモデル候補地の選定を受

け甑島への再生可能エネルギー導入に向けた蓄電

池等のインフラ整備の可能性などの調査を行いま

した。 

 また、（２）の次世代エネルギーシンポジウム

の開催。（３）の次世代エネルギーフェアの開催。

（４）の吉本興業とタイアップした普及啓発。

（５）の出前講座・出前授業の実施。３８ページ

に移りますが、（６）各種媒体を活用した普及啓

発を通じ、次世代エネルギーを活用した本市の取

り組みを説明したほか、次世代エネルギーに関す

るさまざまな情報の発信を行いました。 

 さらに、（７）の地球のやさしい環境整備事業

では、住宅用太陽光発電設備、電気自動車、電動

アシスト自転車、家庭用燃料電池を導入する市民

に対し補助金を交付しました。 

 次に、３．その他次世代エネルギーに関するこ

とにつきましては、（１）九州大学と再生可能エ

ネルギーによる地域防災機能強化に関する共同研

究を行ったほか、都市の低炭素化の推進に関する

法律に基づき、低炭素まちづくり計画を策定いた

しました。 

 最後に４．緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

につきましては、嘱託員１名を新規雇用し、市内

のエネルギー関連施設の視察対応及び次世代エネ

ルギーに関する市民への情報発信を行いました。 

 以上、新エネルギー対策課の事業概要でござい

ます。 

 決算の内容等につきましては、課長から御説明

させていただきますので、審査方よろしくお願い

申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、新エネルギー対策課分について当

局の説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）それで

は、新エネルギー対策課に係る平成２５年度決算

について御説明いたします。 
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 まず、歳出でございますが、決算書の８９ペー

ジをごらんください。 

２ 款 １ 項 ６ 目 企 画 費 、 支 出 済 額 ７ 億

５,６５５万７,５９５円のうち、新エネルギー対

策課所管の業務に係る決算額は、次のページ

９１ページの備考欄に書いてございます、次世代

エネルギー推進費３億７,９９２万２,３２４円で

ございます。内訳は、川内駅周辺地域における次

世代エネルギー導入に係る検討調査業務ほか

１５件。それから東郷町の小鷹井堰小水力発電実

証に係る水利権取得のための１年間の流量調査、

甑島における超小型モビリティ実証業務委託。そ

れから工事費につきましては、甑島の充電スタン

ド等設置工事ほか９件と、スマートハウス建設工

事費の前払金でございます。 

 また、備品購入費は、超小型モビリティ２０台

であります。それから負担金は、産学官デジタル

グリッド実証事業費負担金、地球にやさしい環境

整備事業補助金でございます。また、一番下の次

世代エネルギー推進基金積立金が主なものでござ

います。 

 次に、同目の新エネルギー対策課の主な不用額

について御説明いたしますので、８９ページに戻

っていただきまして、同目の１４節備品購入費

６６万５,２００円が不用額となっておりますが、

これは全額新エネルギー対策課分でございまして、

先ほど御説明した超小型モビリティ２０台の執行

残でございます。 

 それから、同目１９節負担金補助及び交付金

１,５１６万４,２９４円の不用額のうち、新エネ

ルギー対策課分は１,３１５万円であります。こ

れの主な不用額は、地球にやさしい環境整備補助

金の１,３１２万円であります。上半期時点で申

請件数を大幅に超えていたため、それ以降に例年

等と同じような件数が来た場合を想定し、必要額

１,５００万円を１２月補正で補正しましたが、

下半期においては工事が追いつかなくなったこと

が原因と見られまして、結果、１,３００万円ほ

ど不要となったものでございます。 

 次に、決算書１３５ページをお開きください。

５ 款 １ 項 １ 目 労 働 諸 費 、 支 出 済 額 １ 億

２,０５８万８,９６０円のうち、新エネルギー対

策課所管の業務に係る決算額は、備考欄の下から

４行目、緊急雇用創出事業臨時特別基金事業でご

ざいます。次世代エネルギー関連の視察対応や市

民に対する情報発信のための行政事務嘱託員１名

分の報酬でございます。 

 続きまして、歳入について御説明します。 

 それでは、決算書の３５ページをお開きくださ

い。１５款２項１目総務費補助金の収入済額

１２億６,１０２万７,３５３円のうち、新エネル

ギー対策課分は、備考欄の真ん中よりも上にあり

ます、国土交通省所管で川内駅の低炭素化につい

て調査しました官民連携による地域活性化のため

の基盤整備調査補助金でございます。また、同省

所管の超小型モビリティ導入促進事業の２件でご

ざいます。どちらも補助率は２分の１でございま

す。 

 次に、５５ページをお開きください。１７款

１項２目利子及び配当金の１節、利子及び配当金

の収入済額１,５０５万１,９５１円のうち、新エ

ネルギー対策課分は、備考欄星印、下から５行目、

次世代エネルギー推進基金利子収入でございます。

これは平成２４年度に設置しました次世代エネル

ギー推進基金に係る利子収入でございます。 

 次に、決算書の６１ページをお開きください。

１９款１項６５目次世代エネルギー推進基金繰入

金の１節、次世代エネルギー推進基金繰入金の収

入済額８,２５１万円で、平成２５年度の事業を

推進するために繰り入れたものでございます。 

 次に、決算書の６３ページをお開きください。

真ん中ほどの行にございます。２１款４項５目総

務費受託事業収入の１節、企画費受託事業収入の

収入済額は２７９万９００円で、総務省所管、分

散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性

調査受託事業収入であり、１００％総務省からの

受託収入でございます。 

 続きまして、決算書同ページの下の行をごらん

ください。２１款５項４目雑入、１節雑入の収入

済額５億９,６５６万４,７７６円のうち、新エネ

ルギー対策課分は、次ページの６５ページの備考

欄星印、下から二つめ、総合運動公園の太陽光発

電収入、地球にやさしい環境整備事業補助金をい

ただいている方が家を転売されたことによる補助

金の返納金、超小型モビリティ広告掲載収入、甑

島に設置しました普通充電器設置補助金でござい

ます。 

 次に、財産に関する調書の重要物品について説
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明いたしますので、決算書の３８３ページをお開

きください。 

 新エネルギー対策課分は、表の左側、真ん中ぐ

らいにございます車両類決算年度中、増減高

「増」の５０台のうち２０台でございます。これ

は甑島における超小型モビリティ実証におけるコ

ムスでございます。 

 次に、基金について説明しますので、決算書の

３８５ページをお開きください。 

新エネルギー対策課分は、一番下の次世代エ

ネルギー推進基金で、次世代エネルギーの導入及

び普及を推進するために必要な経費に充てること

を目的に、平成２４年度から新たに設置したもの

で、決算年度末現在高が３億２ ,３４７万

９,０００円でございます。 

 以上で、平成２５年度決算について説明を終わ

らせていただきます。 

 よろしく審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点だけです。本市の次世

代エネルギーの取り組みというのは、まさに今か

ら市民レベルに、どのようにエネルギーをつくり

出して、それを賢く使うかということを普及させ

ていくかというところが大きなテーマになる、ま

さにそのときだと思うんですけど。 

 そういうことを実現するために、多額のやっぱ

り予算を使われて、効率的に活用されているわけ

ですけども、御存じのとおり、沖縄を除く日本の

電力、今、電力事業者５社が、もう再エネの固定

買い取りの保留を今言うておられます。 

 その結果、どうなるかわからないですけど、非

常に本市の昨年取り組まれたこと、そしてことし

から、今ありましたように、スマートハウスがい

よいよ市民に体験できるような環境になってきた

というまさにそのときに、固定買い取りの保留に

なるということは、非常にタイミング的によくな

いなというのを思っていまして。いずれにしても

市民レベルに普及させるという大きな大義がある

わけですけども、それに対しては、少なからず影

響は避けられないなというのは思っているんです

けど。 

 今から先も、基金もふえていますし、どんどん

効率的にやっていかなきゃならないんですが、そ

の辺を含めた動きの中で、ちょっと制約を受けら

れる場所、あるいはそれに対してカバーする場所

等々が、今、明確になっておられたら、お答えを

お願いします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）新聞報

道にもかなり出ておりますけども、きのう説明会

が開始されたということで、報道にも出ておりま

す。私どもも、こういったことになるというのは、

いつかはそういうことがあるということでは聞い

ておりましたが、突然聞きまして困惑していると

ころでございます。 

 市内の事業者に、今の状況について、私のほう

から何社かヒアリングをしたところでございます

が、薩摩川内市内につきましては、こういった取

り組みを早目に取り組んだ成果もあり、どちらか

というと、保留といった形に影響を及ぼしている

件数というのは実は少ないですと。事前に着手し

てはいけませんというアナウンスのもと、必ず申

請して、九州電力から負担金が出てから工事に着

手するような形で市内の業者は進めていたので、

今クレームというのは余り聞いていないと。これ

は電設協会の会長からの御意見でございました。 

 ただし、今後こういった再生エネルギーを含め

て普及していくということになりますと、今の段

階においては保留ということになっていますので、

非常に我々が描いていたものとすると、かなり厳

しいのかなということは深く受けとめております

が。九州電力に尋ねたところ、今、保留しながら、

実際つなげられないところに手が挙がっているの

ではないかとか、そういったものを精査し、さら

に他事業、他電力社への融通であったり、電力を

オフピークと言われる５月の連休中の需要を電池

で賄う技術であったり、そういった検討をなされ

ると聞いております。 

 ですから、我々、今、甑島で蓄電池による系統

を含めた安定化の実証実験を行いますが、そうい

った先進的な実証実験であったり、九州電力さん

と一緒にやっていますスマートグリッド実証実験

といったものが、かなり九州全体の系統の安定化

につなげていく研究の一つとなるというふうに考

えておりますので。そういった面においては、薩

摩川内市は先進的に進めていけるのかなと思って

おります。 

 他方、先ほど副委員長がおっしゃった市民への
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普及啓発といったところにおいては、どうなんだ

ということで問い合わせたところ、まず１０キロ

ワット未満の太陽光での自家消費であれば、問題

なく今後も受け付けますということでございまし

たので、あと今後、蓄電池であったり、太陽光で

あったり、今つけていますエネファームであった

りといったような、今スマートハウスについてい

る機器については、今後も市民に対しては普及啓

発を図っていこうというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）次世代エネルギーの特

別委員会もありますので、質問についても回答に

ついても決算とかかわりのあるものにしていただ

きたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員の発言を許

します。 

○議員（井上勝博）電気自動車の充電設備につ

いては、一般の市民が使えるように補助をすると

いうことでなっていたと思うんです。これについ

ては、ちょっと説明を聞いていても、どうなって

いるのかということがよくわからなかったのです

が、現状はどうなっているのでしょうか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）電気自

動車の充電設備、今、決算に出ています、甑島に

おける充電器は、長浜港とそれから里支所、それ

から各支所に充電器がついております。これらに

つきましては、公用車しか、今電気自動車がおり

ませんので、そちらに今、充電をしているという

ところでございまして、市民に対する補助金とい

う形ではございません。 

 ただし、今、地球にやさしい環境整備補助金の

中に、例えばホテルであったり、不特定多数の方

に充電器を設置される場合においては、５０万円

を上限として補助金の制度をつくっておりますが、

この決算の中では、利用されたということはござ

いません。 

○議員（井上勝博）次世代エネルギーの特別委

員会、私もなかなか参加できなくて、全体がわか

らなくて。それで、ただ印象として感じているの

は、やはり一般の人たちの接点がなかなか広がっ

ていないなと。 

 いわば企業との関係では、スマートハウスをつ

くったりとか、いろいろ企業の展示みたいなふう

な形はあるんだけれども、一般市民との関係の広

がりというのが見えないという、そういう感じが

ありますし、また省エネをどう進めるのかという

ことも、次世代エネルギーの関係では必要なこと

だと。 

 スマートグリッドや、またスマートメーターを

つけるということによって省エネを促進していく

わけですけれども、そういったことについてのや

っぱり一般の市民との生活の接点というのを広げ

る努力というのが、ちょっと何か弱いような気が

するのですが、いかがなのでしょうか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）その点

については、我々も非常に力を入れておりまして。

例えば決算にあります普及啓発の中のブックレッ

トといったものをつくって出前授業をし、小学校、

中学校、大学、高校を回って授業をしたり、それ

から次世代エネルギーフェアというフェアを開催

しまして、市民に対して、例えば吉本興業を使っ

た媒体で、わかりやすくクイズ番組をつくったり、

本年度は、今回の決算とは関係ございませんが、

ＦＭでもやっているというようなことで、ありと

あらゆることでやっていきたいと思っております

ので。今後とも、その疑問に応えるべく一生懸命

頑張って普及啓発には図っていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、新エネルギー対策課を終わります。 

 御苦労さんでした。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、農業委員会事務

局の審査に入ります。 

 一般会計歳入歳出決算中、農業委員会事務局分

について当局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）農業委員

会に係ります平成２５年度決算に係る主要施策の

成果について、まず御説明いたします。 

 決算附属書の１６９ページをお開きください。 

 まず、総会及び運営委員会に関することですが、

農地法等に基づきます事項を審議し、処理するた

め、総会を毎月１回、運営委員会を全体で１３回
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開催したところです。また、農業委員会組織検討

委員会を１１回開催し、女性農業委員の増員と組

織等に関する検討を行いました。 

 農業委員の定数は、公選委員３５名、選任委員

７名、合計４２名ですが、平成２４年９月に１名

の公選委員が逝去されたことに伴いまして、平成

２５年度における実人員は４１名です。 

 次の農業委員会委員の選挙人名簿登載申請に関

することですが、農業委員会等に関する法律の定

めるところによりまして、本年１月１日現在によ

る選挙資格者を調査し、３月３１日付で確定した

数値を示したものです。 

 農業者年金に関することは、いわゆる法令業務

として農業者年金基金との業務委託契約に基づき

まして、農業者年金受給者の現況届、死亡等の資

格喪失、被保険者の新規加入促進等の事務処理を

行っていますが、数値は本年３月３１日現在の年

金受給者数を示しております。 

 次に、１７０ページです。農地の移動に関する

ことですが、農地法第３条の規定に基づく農地の

権利移動、農地法第４条及び第５条の規定に基づ

きます農地の転用、農地法第１８条の規定に基づ

きます農地の賃貸借の解約に関する許認可申請事

務の処理件数を示したものです。全体で８７９筆、

９９万８,１００平方メートルの処理を行いまし

た。 

 次の農業経営基盤強化促進事業に関することで

掲げております表は、農地流動化推進員等と協力

いたしまして優良農地を認定農業者、担い手農家

等に集約を行った面積でありまして、９８７筆

９６万１,６５４.３４平方メートルの賃貸借契約

と、３６筆２万９,１７１平方メートルの所有権

移転を行ったものです。農地流動化促進事業補助

金は、農地の有効利用と農業の生産性向上に資す

るために、農地を借りて経営規模拡大を目指す中

核的担い手農家と農地の貸し手に対しまして、補

助総額８３３万９,７００円を交付したものです。 

 あけていただきまして、次に１７１ページにな

ります。地目変更証明処理に関することは、農地

転用後の転用事実証明及び非農地証明の状況をお

示しするものです。３０筆１万８,１７４平方

メートルの転用事実証明。これは、地目変更に必

要な転用許可書を紛失された場合に。次に、

４４筆８万４,３１７平方メートルの土地につき

ましては、非農地証明を発行しておりますが、非

農地証明は農地を農地以外にする場合、原則は農

地法第４条、第５条の規定による転用許可ですが、

非農地証明は農業委員の権限で、現地調査を行っ

て、現況が非農化しており、かつ農地性が喪失し

ているというふうに判断した場合には、農業委員

会の権限で証明できるというふうになっておりま

す。これによりまして、農地を転用するときに、

法務局のほうへ届ける際の資料となるものです。 

 次に、農地形質変更届ですが、６０筆３万

６,８５７平方メートルについて処理いたしまし

た。排水不良等により耕作に支障があるため、盛

土等を行いまして、畑として使用する届け出が主

なものです。 

 次に、耕作放棄地に関することですが、現況が

森林・原野化し、農地に復元することが不可能と

見込まれる農地を農業委員会の権限におきまして

農地基本台帳から除外する－平成２５年度にお

きましては、川内、樋脇、入来、祁答院地域に属

します耕作放棄地について現況調査を行いまして、

総会におきまして、農地に復元することが困難な

土地ということで判断、議決した－面積です。 

 これにより、平成２５年度末の農地基本台帳上

の面積は８,８６７.５ヘクタールとなっておりま

す。 

 以上が、平成２５年度における農業委員会の主

要施策の成果であります。 

 続きまして、農業委員会に関する平成２５年度

歳入歳出決算について御説明いたしますので、歳

入歳出決算書をお願いいたします。 

 まず歳出につきまして、１３７ページをお願い

いたします。 

 ６款１項１目農業委員会費、支出済額は

９,４５４万１,２３５円です。 

備考の欄をごらんください。農業委員会管理

運営費は、農業委員の報酬及び費用弁償。なお、

農業委員は先ほど申し上げましたとおり、定数

４２名、実人員４１名であります。そして、事務

局職員７名分の給与、旅費並びに鹿児島県農業会

議拠出金等負担金が主なものであります。 

 農業者年金受託事務費は、いわゆる法令業務と

して先ほど申し上げた事務をするためのもので、

臨時職員１名の賃金、社会保険料。川内、東郷、

樋脇、入来、祁答院地域に存します農業者年金受
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給者会への補助金が主なものです。 

 次に、農業経営規模拡大促進事業費は、農地の

流動化を促進するために交付する農地流動化促進

事業補助金と農家台帳システム及び機器一式に係

る保守料が主なものです。 

 また、１９節負担金補助及び交付金で１１６万

３,９００円の不用額がありますが、これは農地

流動化促進事業補助金の執行残であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 ３１ページをお開きください。１４款２項４目

農林水産業手数料のうち、農業委員会関係は、備

考欄に記載してありますとおり、嘱託登記手数料

と諸証明手数料で、不納欠損額及び収入未済額は

ありません。 

 続きまして、４５ページをお開きください。

１６款２項４目農林水産業費補助金、１節農業費

補助金のうち、農業委員会関係は、あけて

４７ページになります。備考の欄に記載してあり

ますとおり、農業委員会補助金と農業費補助金

（食料安定供給特別会計交付金）であります。 

 なお、不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（佃 昌樹）６３ページはないんで

すか。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）済みませ

ん。続きまして、６３ページでした。忘れており

ました。 

 ２１款５項４目雑入ですが、農業委員会関係は

７９ページ備考欄記載のとおり、農業者年金事務

委託金、農地保有合理化事業等業務委託金、農地

流動化補助金返納金であります。 

 なお、不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 済みません。以上で説明を終わりますが、よろ

しく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（帯田裕達）１７１ページの耕作放棄地、

樋脇が極端に広い。面積がすごいんですけど、こ

れは何か理由があるんですか。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）樋脇地域

につきましては、平成２４年度におきまして現地

調査をしておらずに、昨年度行いましたために他

の地域に比べて大きな面積になっていると。ちょ

うど地籍調査の関係で、平成２４年度に実施でき

なかったため、昨年度実施したものです。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の発言を許します。 

○議員（井上勝博）農地の貸し借りなどによっ

て耕作面積をふやしている農家もいらっしゃると

思うんです。これは政府の方針が３０ヘクタール、

５０ヘクタールという規模のそういう農地を持つ

農家を奨励すると。ＴＰＰとの関連で、できるだ

けコスト削減ということで、そういうことを進め

ているわけですが。大規模農家を進めているわけ

ですが。今この３０ヘクタールとか５０ヘクター

ルとかいう農地を持って耕作されている方はどの

ぐらいいらっしゃるものなんですか。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）薩摩川内

市におきまして、５０ヘクタール以上の農地を持

っておられる方というのは、畜産農家以外はおら

れなかったはずです。畜産農家でも本当に少数で

す。 

 本市におきましては、農政課と担い手農家の育

成の関係で、薩摩川内市におきましては、御承知

のとおり、狭隘な農地が多いということ、そして

水田地帯であるということから、機械化ができる

分野が限られているということ、そして入来の棚

田等を含め、国土保全のために必要な農地等があ

るということがありますので。国の施策とは、基

本は理解しておりますが、本市に合った農地の集

積のあり方ということで、農政課と一緒になりま

して推進等をしているところです。 

 井上議員から質問がありました３０ヘクタール

以上の農地、それから５０ヘクタール以上の農地

の分につきまして、何名ほどいるかにつきまして

は、ちょっと資料等を持ち合わせておりませんの

で、畜産農家以外はいないということで回答させ

ていただきます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 
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 以上で、農業委員会を終わります。御苦労さん

でした。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、農林水産部農政

課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（高橋三丸）よろしくお願い

します。 

農政課の平成２５年度の主要施策の成果につ

いて、概要を御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の９６ページをお開

きください。 

 農 政 課 の 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 額 は 、 ５ 億

７,２１４万６,０３２円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の部に係る総

合的な調整の（２）、食育・地産池消の推進とい

たしまして、食育・地産池消フェスタを市民健康

課との共催により実施しております。 

 ２の地域特性を活かした農業の振興の（１）、

風土を活かした農業の振興、アの農業経営の安定

化と農村の振興において、中山間地域等直接支払

交付金の交付を行っております。 

 イの集落営農組織等による経営基盤の強化にお

いて、農事組合法人の大型農業用機械導入に対す

る支援。 

 ９７ページのウ、鳥獣被害対策において、鳥獣

被害防止のための市単独事業による電気牧柵の設

置並びに県補助事業により祁答院地域２地区の防

護柵の設置を行っております。 

 エの農業生産体制の確立において、生産、収穫

等の作業効率化を図るための農業施設整備への支

援、産地農業後継者や、恐れ入りますが９８ペー

ジをお開きください、認定農業者及び生産者団体

等の施設整備等に対する助成を行っております。 

 オの新規就農者等では、新規就農予定者の研修

実施に対しての資金給付、４５歳未満の青年就農

者に対する給付金支給を行っております。 

 カの緊急雇用創出事業臨時特例基金事業におい

て、離職者の新規雇用として、市農業公社及び農

事組合法人において受け入れ事業を行ったところ

でございます。 

 以上で、平成２５年度の農政課の決算状況の概

要等についての説明を終わります。よろしく御審

査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、農政課分について当局の説明を求

めます。 

○農政課長（上戸健次）農政課の上戸です。

よろしくお願いします。 

 まず、歳出のほうから御説明申し上げます。 

 一般会計歳入歳出決算書の１３５ページをお開

き く だ さ い 。 ５ 款 １ 項 １ 目 労 働 諸 費 １ 億

２,０５８万８,９６０円のうちに、農政課分は、

次の１３８ページをお開きください。備考欄です

が、農政課分につきましては、そこにあります離

職者就農対策事業業務委託でありますけれども、

これにつきましては、薩摩川内市農業公社で就農

希望の離職者を６名雇用したものであります。 

 次の集落営農組織就農研修支援事業業務委託

４件につきましては、市内の農事組合法人４法人、

それぞれ６カ月間、おのおの１名の雇用に対する

委託金であります。 

 次に、１３９ページをお開きください。６款

１ 項 ２ 目 農 業 総 務 費 、 支 出 済 額 で ３ 億

５,９２３万２,６４５円につきましては、備考欄

の農政課及び支所産業建設課職員の人件費と嘱託

員５名の報酬、及び祁答院特産品加工センター指

定管理業務委託ほか１８件が主なものです。業務

委託の主なものにつきましては、きんかんの里、

祁答院特産品加工センター、大村北部生活セン

ター、祁答院ロード５１、祁答院地域資源活用交

流体験施設、５施設の指定管理業務委託が主なも

のであります。 

 次に、不用額につきまして御報告いたします。 

旅費の８８万５,６１０円につきましては、普通

旅費、それと営農専門指導員の費用弁償、六次産

業対策課分を積み上げたものであります。需用費

の５６万３,６０８円につきましては、消耗品費

等の積み上げたものの不用額であります。それと

委託料、負担金補助及び交付金の不用額につきま

しては、六次産業対策課分が主なものであります。

後ほど、六次産業対策課で説明があると思います。 

 次 の ３ 目 農 業 振 興 費 、 支 出 済 額 は １ 億

５,８１６万７,５５１円です。備考欄の農業振興

育成事業費の鳥獣被害対策実践事業補助金ほか

１３件の主なものにつきましては、鳥獣被害対策
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実践事業補助金のほか、農業近代化資金利子補給

金、農事組合法人等を支援する新たな地域担い手

育成事業補助金、鳥獣被害防止施設導入補助金、

産業祭開催事業補助金、農業者経営所得安定対策

推進事業補助金。中山間地域等直接支払交付金で

すが、この交付金につきましては、耕作放棄地の

発生防止や農道、水路、景観の維持に努められた

５１集落協定への助成金を交付したものでありま

す。 

 それと、農業公社運営事業費につきましては、

会員としての農業公社負担金と農業公社運営補助

金を支出いたしたものであります。農業公社にお

きましては、新規就農研修事業及び農地保有合理

化事業等をお願いしているところであります。 

不用額の負担金補助及び交付金の１８６万

５,４４９円ですが、これは主に農業近代化資金

利子補給が主なもので、実績に伴う不用額であり

ます。 

 次の５目園芸振興費は、支出済額５,０７９万

１,５８６円です。備考欄ですが、薩摩川内市農

産物販売促進協議会負担金ほか８件の主なものに

つきましては、農産物の販売促進により、農家所

得の向上を目的に、市、ＪＡ、生産者が負担する

薩摩川内市農産物販売促進協議会負担金で、市関

係者との協議、宅配事業、地産池消の取り組み等

を実施したものであります。 

 次の青年就農給付金事業ほか６件ですが、

１４２ページに入りますけれども、主なものにつ

きましては、青年就農給付金事業のほかに、産地

農業活性化支援事業補助金、産地農業後継者支援

補助金が主なものであります。不用額の負担金補

助及び交付金の２５４万４,５８０円は、産地農

業後継者支援事業、産地農業活性化支援事業の入

札残、それと就農、第１次産業ですが、定着支援

事業に、これにつきましては、要望がなかったた

めに不用額として落としたものであります。 

 次は、歳入について御説明申し上げます。 

 歳入の２１ページをお開きください。１４款

１項４目農林水産使用料のうち、農政課分は、備

考欄ですが、陽成町農産物加工センター使用料ほ

か１６件分１４２万１,７５５円が農政課分であ

ります。 

 次に、４５ページをお開きください。１６款

２項４目農林水産業費補助金のうち、農政課分は、

備考欄ですが、１億３,０２２万４,６３９円で、

鳥獣被害対策実践事業補助金、中山間地域等直接

支払交付金、農業者経営所得安定対策推進事業補

助金、青年就農給付金事業補助金が主なものであ

りあります。 

 次に、５５ページをお開きください。１７款

１項１目財産貸付収入のうち、農政課分につきま

しては、備考欄のちょうど真ん中ほどですが、

３万円につきましては、市有地３０アールの土地

をらっきょう栽培を行う法人に対する賃借料であ

ります。 

 次に、６３ページをお開きください。２１款

５項４目雑入ですが、農政課分につきましては、

７２ページをお開きください。備考欄の３件で

６万５,１３３円で、野菜価格安定制度負担金過

年度返戻金ほか２件であります。 

 歳入を終わりまして、次は財産に関する調書に

ついて御説明いたします。 

３８１ページをお開きください。普通財産の

３行目、県農業信用基金協会出資金は、決算年度

中の増減はなく、決算年度末現在高は９８０万円

となっております。それと、９行目の県農業・農

村振興協会出損金も同じく、決算年度中は増減は

なく、決算年度末現在高は１,３５９万円となっ

ております。 

 以上で説明を終わりますが、計数的なものにつ

いては、課長代理あるいは担当グループ長、主幹

等に答弁をさせますので、よろしく御審査賜りま

すようお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。委

員のほうありませんか。 

○委員（森永靖子）９６ページです。 

○委員長（佃 昌樹）附属書の。 

○委員（森永靖子）はい。食育・地産地消事業

のところのアンケートのところですが。委員会で

あったかもしれません。内容と、このアンケート

の結果、平成２５年度のを教えてください。もう

一回言います。食育アンケートの実施をされたよ

うですが、内容と結果について教えてください。 

○委員長（佃 昌樹）答弁は誰がされるんで

すか。 

○農政課長（上戸健次）グループ長のほうで

お答えをさしあげます。有馬グループ長です。 
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○委員長（佃 昌樹）手を挙げてください。 

○企画総務グループ長（有馬文男）農政課の

有馬です。 

 食育・地産池消のアンケートですが、平成

２６年の１月１０日から２月の１４日にかけて、

４５０人の方を対象にアンケートを行っておりま

す 。 有 効 回 答 数 が １ ５ ５ 人 で 、 回 収 率 が

３４.４％でございます。 

 食育に関するアンケートの中身といたしまして

は、「食育という言葉を意味を知っていますか」

とか、また「食育に関心がある理由は何ですか」

とか、あと食の安心安全、地産池消についてアン

ケートを行っております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）県の支出金も相当出ている

ようで、この会議が県でありましたときに、県下

全体でこういうののあれを見せていただきました。

委員会のときに申し上げましたが、アンケートが

３４.４％で、県の資料を見ましたときにも非常

に薩摩川内市が低いなというふうに感じましたの

で。平成２５年度の反省としまして、今回またさ

れるときには、もっといろんな形で、効率のいい

方法でやっていただけたらなというふうに思うの

と。今回また平成２６年度されるのが１月ですか

ね。この間も申しましたが、生産者のほうがその

ときがいいとおっしゃったからということのよう

でしたけれども。市民向けにとるアンケートです

ので、やはり市民も、どの時期が一番このフェア

がいいのかなというのを考えたりしながら、県全

体なのも資料を見てみられて、薩摩川内市として

県内見合ったような事業をしてほしいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○企画総務グループ長（有馬文男）先日の委

員会の報告を受けまして、県のほうと相談いたし

まして、実際に他市がどのようなことを行ってい

るかというのを調査させていただきました。また、

それを参考に、今後アンケートの実施の時期、ま

た食育・地産池消フェスタの実施の時期について

は、平成２７年度に向けて検討させていただきた

いと思います。 

○委員（森永靖子）ぜひそのような方向で取り

組んでいただきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）要望です。 

○委員（宮里兼実）使用料なんですけど。ここ

に陽成町の農産物加工センター使用料が１６万

１,４６０円とありますけれども。この陽成の加

工センターが、ほとんど毎日のように来ておられ

るようですけれども、申し込んでから半年ぐらい

かかるみたいなんですね。それこそ順番で使用さ

れるわけですけれども。聞いてみたら、半年かか

るよということを聞いたんですが、もうちょっと

改良、改善して、ほかにこういう施設をつくると

いうようなことはできないものでしょうか。 

○農政課長（上戸健次）今ありましたように、

一応６カ月間かかるというのではなくて、６カ月

前から一応受け付けというか、使用のということ

で、６カ月前から受け付けております。陽成町に

つきましてもですが、あと樋脇のほうにもありま

す婦人の館、そういった形で、６カ月前からとい

う形で受け付けておるものですから。最初、受け

られて、６カ月以上あるかな。そういった形で、

６カ月間じゃなくて、６カ月前から受付を可能に

しているということで、一応、認識をしておりま

す。 

 実態につきましては、北野グループ長のほうで

答弁させます。 

○主幹兼農業振興グループ長（北野修身）

陽成加工センターの利用の実態ですが、生活研究

グループとか、女性団体の、みそとか、ドレッシ

ング等の加工に使われている状況で、利用申し込

み等については、課長のほうが申し上げましたと

おり、６カ月前からということで、大変利用の状

況が多くて、申し込みについても早目に申し込み

をされるようお願いしている状況でございます。 

 以上です。 

○委員（宮里兼実）利用者がそれだけ多いとい

うことですから、予算の関係もあろうと思います

けれど、もうちょっと。陽成も場所が場所だけに

拡張もできないような状態ですけれども、そうい

うのをもう少しふやしていただけたらいいんじゃ

ないかなと。無理かもしれませんけど、要望をし

ておきます。 

○委員長（佃 昌樹）要望であります。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

委員外議員の質疑を認めます。 
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○議員（井上勝博）樋脇婦人の館について、今

もちょっとお話がありましたけれども。土日を使

えなくなったということで、大変苦情があって。

なぜそういうことをするのかと。やっぱり働いて

いる人は、平日はなかなか使いづらい、土日を使

わせてほしいと。理由を聞くと、管理されている

方がいらっしゃって、その労働超過になるという

ことや、それからボイラーを扱っているというこ

とで、それが非常に危険だということで、管理者

がいるときのみ使えるというふうにしたためだと

いうお話なんです。 

 しかし、ボイラーを使うのが危険だということ

については、例えば研修会なりを設けて、そこで

研修を受けた方については扱えるようにするとか

という工夫をすれば、管理者のそういう負担をふ

やすことなくできるのではないかなと。工夫をで

きるのではないかなと。 

 やはり人気のある施設ですので、やっぱりその

サービスを提供できるように。一般的に公共施設

というのは、そこの文化ホールにしても何にして

も土日をあけていくのは当たり前のことであって、

なぜ婦人の館とかそういった人気のある施設を土

日を閉館するのかというのは、どうもやっぱり腑

に落ちないところがあるわけです。その辺につい

てはどうなのでしょうか。 

○農林水産部長（高橋三丸）樋脇町の婦人の

館、先ほどございました陽成町の加工センターと

類似施設、同様な施設でございまして、大変利用

の多い施設でございます。 

 樋脇支所と協議をいたしまして、というのは、

今の議員からありますとおり、使われる方にとっ

ての使いやすさと、それと逆に、管理をするほう

の管理する上での使っていただく、ここの間にい

ろいろと。いわば利用されるときに、早朝に来て

順番をとるとか、あと土日。それと地域の施設も

ございまして、そこの連携の問題、あと、そこを

地区コミの行事で使う。 

 いろいろな中で、もう全てを網羅されたところ

のこれまでの管理がありまして。要するに管理上

の問題もありますので、使用側の皆さんと管理す

る側との話し合いの中で、「ここはこうしていた

だきたい」、「ここについてはその旨にします」。

あとは、「地域の行事があるときは、優先してこ

の日はさせてくれ」とか。今それを調整させてい

ただいて、管理の運営をできる中で最大限の利用

をしていただく。また、使用者の方にとっても、

どういうための使用をする。これだったら、朝早

く来て順番待ちじゃなくて、うまく使えるねと。 

 そこを今ちょっと調整をさせていただいて、今、

試行的にさせていただいていますので、当然、最

初からある施設を、あるいは一部の方には今まで

とは違う使用許可において、若干戸惑いもあるか

もしれませんけれど。いましばらく、そこら辺の

－住民の方は最大限に有効、管理のもとに使え

るように、今、支所のほうとも調整をしています

ので、御理解いただきたいと思います。 

○議員（井上勝博）土日も使えるようにすると

いうことですか。 

○農林水産部長（高橋三丸）条例、規則、そ

れと運用上の問題もあります。先ほど言いました

管理者のもとで機械等を使うという規定、条例に

もございますので、そこについても、管理体制の

中で、できる範囲内でさせていただく。土日につ

いては、課長のほうから答弁させます。 

○農政課長（上戸健次）今おっしゃられるよ

うに、先ほどありました、それぞれ加工センター

のほうで、陽成加工センターについては、土日が

休館とうたってあります。樋脇のほうについては、

ちょっとそこがうたってないということで、さっ

き部長のほうからありましたように、そこのやっ

ぱり調整が必要かなと考えているところです。 

○農林水産部長（高橋三丸）土日の使用につ

いても、今のところ、許可する、許可しないじゃ

なくして、実態に応じた形の運用がとれる中で、

嘱託もいますので、その稼働等も調整しながら。

あと職員との体制、管理者の体制を整えながら、

一番利用者の利便性を考慮した中での使用許可を

していきたいということでございますので、御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。以上で、農政課を終わります。御苦労さんで

した。 

それでは、ここで休憩いたします。再開は、

１３時といたします。休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４４分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 １時   開議 
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        ～～～～～～～～～～ 

────────────── 

△畜産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、畜産課の審査に

入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○農林水産部長（高橋三丸）畜産課の平成

２５年度の主要施策の成果について、概要を御説

明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の１００ページをお

開きください。 

 畜 産 課 の 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 額 は ２ 億

５,８２９万８３１円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の畜産行政の

総合的な企画及び調整といたしまして、畜産振興

策の企画検討に積極的に取り組みながら、本市畜

産農家の経営安定と畜産の振興を図ったところで

ございます。特に、甑地域において、畜産指導業

務、家畜診療業務を実施し、甑地域の畜産振興と

家畜の疾病防止に努めたところでございます。 

 次に、２の畜産の振興及び育成において、本市

における畜産の振興及び育成を図るため、（２）

の畜産物の生産奨励において、国・県事業を活用

した畜産基盤再編総合整備事業などによる畜産施

設等の整備、市単独補助事業として産地農業後継

者支援事業や優良家畜保留導入助成事業等を実施

しながら、畜産経営基盤の強化、家畜の商品性向

上を。また、恐れ入ります、１０１ページにおい

て、青年就農給付金事業による新規就農者への経

営支援を行い、畜産農家の経営強化に努めたとこ

ろでございます。 

 中ほど（４）の畜産の衛生及び防疫において、

通常の家畜防疫対策に加え、車両消毒に必要な施

設等の整備に対する支援や、家畜伝染病発生に備

えた消毒薬の備蓄を行いました。 

 以上で、平成２５年度の畜産課の決算状況の概

要等について説明を終わります。よろしく御審査

賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、畜産課分について当局の説明を求

めます。 

○畜産課長（中山信吾）それでは畜産課でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 畜産課によります平成２５年度決算の説明をさ

せていただきます。 

 まず、歳出について、平成２５年度薩摩川内市

各会計歳入歳出決算書の１４１ページをお開きく

ださい。 

 ６款２項１目畜産総務費でございますが、支出

済額は２億５,８２９万８３１円となっておりま

す。備考欄でその内容を説明いたします。 

 まず、畜産総務費では、畜産業務嘱託員報酬が

１名分、職員給与費が１０名分、報酬に係る社会

保険料、甑地域における家畜診療等業務委託ほか

３件の委託料。鹿児島県畜産協会負担金ほか４件

の負担金。備品購入は甑地域におけます県有牛に

ついて農家から償還された金額を県へ支払うもの

でございます。また、優良牛導入資金貸付基金繰

出金ほか１件の基金への繰出金が主なものでござ

います。 

 次に、畜産振興育成事業費では、畜産基盤再編

総合整備事業第３川薩地区負担金ほか４件の負担

金と、活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金

ほか１５件の補助金が主なものでございます。 

 次に、不用額について説明をさせていただきま

す 。 １ ９ 節 の 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 で

１,０２５万２２８円の不用額が生じております。

これは、産地農業後継者支援事業に関し、予定し

ていた事業者が諸般の事情から事業実施ができな

かったことや、就業（第１次産業）定着支援事業

の事業参加者がなかったことが主な要因でござい

ます。 

 同じく１９節負担金補助及び交付金で、１億

２６１万６,０００円を翌年度繰り越しておりま

す。これは、畜産基盤再編総合整備事業等負担金

及び肉用牛生産効率化事業補助金でございますが、

地元との調整や農業関係法令の手続、資材調達等

に期間を要した結果、当該年度内に事業完了が見

込めなくなったことから、翌年度繰り越しを行っ

ております。 

 ま た 、 同 じ 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 で

１,５３５万８,０５０円を事故繰り越しておりま

す。これは畜産基盤再編総合整備事業負担金でご

ざいますけども、施設用地造成工事中に湧水が発

生しまして、その対策に伴う工事の中断や設計の

見直しに不測の期間を要した結果、当該年度内に

事業完了が見込めなくなったことから、事故繰越
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を行っております。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

歳入歳出決算書は２１ページをお開きくださ

い。１４款１項４目、１節農業使用料では、畜産

課分は電柱の設置に係ります行政財産使用料と下

甑堆肥センター使用料となっております。 

 次に、３１ページをお開きください。１４款

２項４目、１節農林水産業手数料では、備考欄の

うち畜産課分は甑地域におけます家畜診療手数料

となっております。 

 次に、４５ページをお開きいただきたいと思い

ます。１６款２項４目、１節農業費補助金で、収

入未済額２,７５０万円は畜産課分でございまし

て、肉用牛生産効率化事業補助金でございます。

この事業は離農等に伴います畜舎等の経営資源を

有効活用することで、肉用牛農家の規模拡大等低

コスト化を支援する事業となっておりますが、当

該事業について収入未済となっております。 

 次に、４７ページをお開きください。同じく農

林水産業費補助金でございますけども、備考欄の

うち畜産課分は、最上段、活動火山周辺地域防災

営農対策事業補助金でございます。当該事業は降

灰の影響を軽減し、農業者の経営安定と地域農業

の健全な発展を図ることを目的として、畜産部門

では飼料作物収穫調製用機械等を整備することで

良質粗飼料の確保を支援する事業となっておりま

す。 

 続きまして、５５ページをお開きいただきたい

と思います。１７款１項１目、１節土地建物貸付

収入で、備考欄のうち畜産課分は甑地域におけま

す牧場貸付料６件分となっております。 

 同じく５５ページ、１７款１項２目、１節利子

及び配当金で、畜産課分につきましては５７ペー

ジをお開き願いたいと思います。備考欄のうち畜

産課分は、肥育素牛導入資金貸付基金利子収入、

特別導入事業資金利子収入及び優良牛導入資金貸

付基金利子収入でございます。 

 同じページ、１７款２項２目、１節物品売払収

入で、備考欄のうち畜産課分は、県有牛に係りま

す１０頭分の譲渡代金となっております。 

 続きまして６１ページをお開きください。

２１款３項１目、３０節優良牛貸付金元利収入で、

５０万円の収入未済となっております。これは優

良牛導入資金貸付金１頭分でございますが、貸し

付け者の所在が不明、連帯保証人も死亡、連帯保

証人の相続者への相談を行っているところですが、

いまだ理解をしてもらえない状況から収入未済と

なっているものでございます。 

 続きまして６３ページをお開きください。

２１款５項４目、１節雑入で、収入未済額１億

１ ,２９ ０万 ８５ ７ 円の うち ６ ,２８ １万

７,０００円が畜産課分となっております。これ

は、畜産基盤再編総合整備事業負担金等でござい

ます。 

 次に、７１ページをお開きください。同じく雑

入でございますが、備考欄のうち畜産課分は、家

畜共済病傷共済金と畜産基盤再編総合整備事業等

負担金となっております。畜産基盤再編総合整備

事業等の畜産公共事業は、肉用牛経営の中核とな

る経営体の育成と畜産の活性化を図るために、飼

料基盤の開発整備や畜産施設等の整備を支援する

整備でございます。 

 続きまして、財産に関する調書について説明を

いたします。 

飛びますが３８０ページをお開きいただきた

いと思います。（５）有価証券で、上から３行目、

南九州畜産興業株式会社分で、決算年度中の増減

はゼロ、決算年度末現在高は３７万３,０００円

でございます。 

 続きまして３８１ページをお開きください。

（６）出資による権利で、畜産課分は上から５行

目、県家畜畜産物衛生指導協会寄託金、これにつ

きましては決算年度中の増減はゼロ、決算年度末

現在高は６３万円となっております。 

 次に、７行目、県畜産協会寄託金で、決算年度

中の増減はゼロ、決算年度末現在高は２３２万

５,０００円となっております。 

 続きまして、３８４ページをお開きください。

３、債権でございます。上から２行目、優良牛貸

付金は祁答院地域における優良牛貸付金で、決算

年度中の増減はゼロ、決算年度末現在高は５０万

円となっております。 

 続きまして、３８６ページをお開き願いたいと

思います。４、基金のうち現金の運用基金で、上

から三つが該当いたしますが、これについては後

のページで御説明いたします。 

 続きまして、基金運用状況調書について説明を

いたします。３８９ページをお開きください。 



－21－ 

 二の優良牛導入資金貸付金でございます。１、

基金の名称及び経緯でございますけれども、表の

中ほど前年度末基金現在額は１億１,２０６万

４,２４１円。廃用処分による減額等分が１４万

２,０５１円。これは貸し付け者死亡に関連し、

貸し付け者相続人２名のうち１名分の債権額

１５万円について、自己破産決定による破産相当

額７,９４９円を差し引いた金額となっておりま

す。また、決算年度中の増額２,２３５円は、基

金に属する現金によって生じた預金利息となって

おります。したがいまして、平成２５年度末基金

現在額は１億１,１９２万４,４２５円でございま

す。 

 ２の（１）平成２５年度の運用状況はごらんの

表のとおりでございますが、表中右から２列目、

免責牛の１５万円は、１頭３０万円の貸し付け分

のうち、２分の１相続分でございます。また、一

番右側、平成２５年度末現在貸付牛は２６６頭の

９,７１６万７,６２６円でございます。 

 なお、（２）平成２５年度末現金残高は

１,４７５万６,７９９円で、これと貸付額を合計

すると基金現在額と一致しております。 

 続きまして、次ページ３９０ページをお開きく

ださい。三、肥育素牛導入資金貸付基金です。１、

基金の名称及び経緯でございますが、表の中ほど

前年度末基金現在額は５,２８０万円、決算年度

中の増減額はゼロ円で、平成２５年度末基金現在

額は５,２８０万円でございます。２の（１）平

成２５年度におけます運用状況はごらんのとおり

でございますが、一番右側、平成２５年度末現在

の貸付牛は８４頭の３,３４６万７,５１２円とな

っております。２の（２）平成２５年度末現金残

高は１,９３３万２,４８８円で、これと貸付額を

合計しますと、基金現在額と一致しております。 

 続きまして３９１ページをお開きいただきたい

と思います。四、特別導入事業基金でございます。

１、基金の名称及び経緯でございますが、表の中

ほ ど 前 年 度 末 基 金 現 在 額 は ６ , ４ ８ １ 万

８,０２９円、決算年度中の増減額２,２０７円の

増額は、基金に属する現金によって生じた預金利

息でございます。 

 したがいまして、平成２５年度末基金現在額は

６,４８２万２３６円です。 

 ２の（１）平成２５年度におけます運用状況は、

ごらんの表のとおりでございますが、一番右側平

成 ２ ５ 年 度 末 現 在 貸 付 牛 は １ ０ ６ 頭 の

４,２５３万８,０７６円となっております。 

 ２ の （ ２ ） 平 成 ２ ５ 年 度 末 現 金 残 高 は

２,２２８万２,１６０円でございまして、これと

貸付額を合計しますと基金現在額と一致しており

ます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますよう、お願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）以上で説明が終わりま

した。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員による質疑はない

と認めます。 

 委員外議員の質疑、認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 これで、畜産課を終わります。御苦労さんでし

た。 

────────────── 

△林務水産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、林務水産課の審

査に入ります。 

 まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○農林水産部長（高橋三丸）林務水産課の平

成２５年度の主要施策の成果について、概要を御

説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の１０２ページをお

開きください。 

 林務水産課の平成２５年度決算額は６億

９９２万９,１７８円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の森林の整備

と特用林産の振興といたしまして、（１）の森林

施業計画に基づく森林の整備、森づくり推進委員

活動等を通じた間伐の推進、（２）の荒廃した竹

材の環境整備、早堀りタケノコの生産振興の推進

に努めました。特に、下段右側の表でお示しして

おります、森のめぐみの産地づくり事業は、新規

事業として導入しているところでございます。 

 １０３ページ、（３）市内猟友会に有害鳥獣の

駆除を委託し、被害の防止に努めたところでござ

います。（４）の森林整備地域活動支援交付金を
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活用した施業の集約化及び作業路網の改良を行っ

ております。（６）の久見崎、寄田地区における

松くい虫の伐倒駆除、（７）のスギ、ヒノキの保

育、機能増進等のための搬出間伐及び切捨間伐並

びに甑島における広葉樹の複層林改良を行ってお

ります。 

 恐れ入ります、１０４ページをお開きください。

２の治山林道の整備として、災害防止のための治

山事業や草払い、路網、路面補修などの維持管理

並びに林道の開設、改良舗装等を行っております。 

 次に、３、水産業の振興でございますが、

（１）及び（２）において、川内市漁協及び甑島

漁協が行う種苗放流等に対する支援、（３）の甑

島におけるオニヒトデ及びガンガゼウニの駆除、

（４）の同じく甑島の漁業集落に対する交付金の

交付。１０５ページにおいて、中ほど（５）の川

内市内水面漁協等が行う内水面魚介類の放流に対

する支援等を行っております。 

 次に、４、漁港及び海岸保全施設の整備におい

て、漁港内の水深確保のためのしゅんせつ、土砂

流出防止シート敷設工事等を行ったところでござ

います。 

 １０６ページをお開きください。５、林道・漁

港災害の復旧として、被災箇所の復旧工事を実施

したところでございます。 

 以上で、平成２５年度の林務水産課の決算状況

の概要等についての説明を終わります。よろしく

御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、林務水産課分について当局の説明

を求めます。 

○林務水産課長（堂込 修）平成２５年度林

務水産課に係る決算状況について御説明申し上げ

ます。 

 まず、歳出のほうから説明いたします。 

決算書の１４３ページをお開きください。６款

４項１目林業総務費の支出済額は９,５０３万

８,８１７円であります。次のページにまたがり

ますが、右側の備考欄をごらんください。主な歳

出は職員１３名の給与費と、丸山生活環境保全林

管理業務委託ほか３件の委託料、及び鹿児島県造

林協会会費ほか７件の負担金であります。 

 次に、決算書の１４５ページの２目林業振興費

の支出済額は１億３,５３６万８,２１０円であり

ま す 。 翌 年 度 の 繰 越 額 ５ 億 ３ , ５ ２ ７ 万

３,０００円は、中越パルプ川内工場が整備する

バイオマス発電設備に伴うチップサイロ、燃料投

入施設、計量器などの附帯設備に係る補助金であ

り、国のバイオマス整備認定許可を得るまでに不

測の期間を要したことにより、年度内完成が見込

めないため繰り越したもので、平成２６年度中に

は完成予定であります。 

 右側のページの備考欄をごらんください。主な

歳出は、林業振興育成費では、有害鳥獣捕獲業務

委託ほか１１件の委託料、民有林の間伐、作業路、

集材路整備と、森のめぐみの産地づくり事業によ

る竹材改良・竹林管理路整備に対する助成を行う

とともに、森林整備・林業木材産業活性化推進事

業や森林整備地域活動支援交付金事業を実施して

おります。 

 その下の松くい虫駆除費では、唐浜、久見崎、

寄田地域等の松林を守るために、被害木の伐倒駆

除事業を１１件と、久見崎、寄田地域の無人ヘリ

コプターによる空中薬剤散布委託を実施しており

ます。 

 その下の市有林管理費では、本市の市有林を健

全に管理するために市有林野管理人の配置と、森

林国営保険料及び市有林管理業務委託などが主な

ものでございます。 

 その下の市有林保全整備事業費では、市有林の

間伐、複層林改良事業９件に係る経費が主なもの

です。 

 なお、１９節負担金補助及び交付金の不用額は、

中越パルプ木材バイオマス関連補助金及び竹林改

良推進の竹材買い取りの上乗せ補助金の確定に伴

う執行残が主なものでございます。 

 同じく１４５ページの３目治山林道費の支出済

額は２億６０８万７,０７２円であります。翌年

度への繰越額３,０４３万円は、林業専用道開設

２路線分の事業費であり、用地協議及び同事業既

発注工事との調整に不測の期間を要したことによ

り、年度内完成が見込めないため繰り越したもの

で、平成２６年度中には完成予定でございます。 

右側のページの備考欄をごらんください。主な歳

出は、治山事業費では県単独補助治山事業の測量

設計業務委託２件と、工事３件を実施しておりま

す。 

 次の１４７ページにまたがりますが、その下の
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林道管理費では本市が管理します林道の安全通行

を確保するための草払い補修工事等に要する経費

と、広域基幹林道紫尾線維持管理協議会への負担

金等を支出しております。 

 その下の林道建設費では、森林施業の基盤とな

る林業整備に伴う委託料３件と、林道開設・改良

等の工事請負費７件分が主なものでございます。 

 続きまして、同じく１４７ページの６款５項

１目水産総務費の支出済額は６ ,２２６万

３,６５９円であります。右側のページの備考欄

をごらんください。主な歳出は、水産専門員２名

の報酬と職員７名の給与費及び鹿児島県漁港漁場

協会ほか４件の負担金であります。 

 次の２目水産振興費の支出済額は６,４６５万

６,４９５円であります。右側のページの備考欄

をごらんください。水産振興費の主な歳出は、特

定離島ふるさとおこし推進事業による甑島地域の

オニヒトデ及びウニ駆除事業の委託料、水産物消

費拡大事業、各漁協が行う各種魚介類の放流事業

などの補助金及び離島漁業の再生を図るための離

島漁業再生支援交付金事業に係る経費でございま

す。なお、１９節負担金補助及び交付金の不用額

は、水産物荷さばき施設整備事業補助金における

執行残及び環境生態系保全活動支援対策事業負担

金における執行残が主なものでございます。 

 次の３目漁港管理費の支出済額は２,４０９万

２２７円であります。右側の備考欄をごらんくだ

さい。主な歳出は、唐浜漁港緑地広場清掃業務委

託ほか５件の委託料及び強い水産業づくり交付金

事業片野浦漁港航路泊地浚渫工事ほか２件の工事

請負費でございます。 

 決算書の１４９ページをお開きください。同じ

く ４ 目 漁 港 建 設 費 の 支 出 済 額 は ３ ７ 万

２,０００円でございます。備考欄をごらんくだ

さい。漁港県営事業負担金は、県が行う県管理漁

協の施設整備に係る負担金でございます。 

 続きまして、決算書の２０１ページでございま

す。１１款１項１目現年公共農林水産施設災害復

旧費の支出済額は３,３９２万１,２４７円のうち、

林務水産課分が１,１９７万４,０００円でござい

ます。備考欄をごらんください。林務水産課分の

歳出は、林道藤之元線災害復旧費に係る測量設計

業務委託ほか１件の委託料と、災害復旧工事１件

分の工事請負費でございます。 

 次に、決算書の２０３ページの２目現年単独農

林水産施設災害復旧費の支出済額は３,９５６万

３,９０８円のうち、林務水産課分が３７１万

２,０００円でございます。備考欄をごらんくだ

さい。林務水産課分の歳出は、公共災害に該当し

ない被災箇所の復旧に要した経費で、林道災害復

旧工事５件の工事請負費でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、戻りまして１７ページをお開きください。  

１３款１項１目農林水産業費分担金の２節林

業費分担金の収入済額９８万１,０００円は、県

費単独治山事業３件分の治山事業分担金として収

入したものでございます。 

 次に、決算書２１ページをお開きください。

１４款１項４目農林水産使用料の２節林業使用料

の収入済額２５万２,７８０円は、林道における

電柱等の行政財産使用料として収入したものでご

ざいます。同じく３節水産使用料の収入済額

１８万６,０００円は、各種水産施設の使用料と

して収入したものでございます。 

 次に、決算書の３１ページをお開きください。

１４款２項４目農林水産業手数料の１節農林水産

業手数料の収入済額３５万７,０９０円のうち、

林務水産課分は１１万９,０００円でございます。

備考欄にありますが、鳥獣飼養登録票交付等手数

料として収入したものでございます。 

 次に、決算書の４７ページをお開きください。

１６款２項４目農林水産業費補助金の３節林業費

補助金の収入済額は１億６,８３０万７,３７４円

でございます。収入未済額の５億６,９１３万

５,０００円は、中越パルプ川内工場の木質バイ

オマス発電所に、発電に伴う森林整備・林業木材

産業活性化推進事業補助金と、林業専用道路開設

２路線分のふるさとの森再生事業補助金を翌年度

へ繰り越したため、収入未済になったものでござ

います。右側のページの備考欄をごらんください。

各種間伐事業や松くい虫駆除事業、林道治山事業

などの事業実施に伴い、補助金としてそれぞれ収

入したものでございます。 

 同 じ く ４ 節 水 産 業 費 補 助 金 の 収 入 済 額

４,００５万１,０００円のうち、林務水産課分は

３,７８８万４,０００円でございます。備考欄を

ごらんください。市町村漁港漁村活性化対策事業

補助金や離島漁業再生支援交付金、特定離島ふる
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さとおこし推進事業などの事業実施に伴い、補助

金として収入したものでございます。 

 次に、決算書の４９ページをお開きください。

１６款２項９目災害復旧費補助金の１節農林水産

施設災害復旧費補助金の収入済額２,４４５万

４,７９１円のうち、林務水産課分１,０４５万

２,０００円は、林道災害復旧工事１件分の補助

金として収入したものでございます。 

 次に、決算書の５３ページをお開きください。

１６款３項４目農林水産業費委託金の２節林業費

委託金の収入済額６７５万３,８０５円は、県か

らの権限移譲事務の委託金及び松くい虫駆除事業

の県営委託金などを収入したものでございます。 

 同じく４節水産業費委託金の収入済額１７２万

７,４８５円は、県営漁港使用料徴収事務委託金

などを収入したものでございます。 

 次に、決算書の５５ページになりますが、

１７款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸付

収入の収入済額１億５,１０２万３５０円のうち、

林務水産課分は５５万７８０円でございます。備

考欄の中ほどになりますが、市有林内の電柱など

の貸地料として収入したものでございます。 

 次に、決算書の５７ページをお開きください。

１７款２項１目不動産売払収入の２節立木売払収

入の収入済額１,２２５万９,２４５円は、市有林

の間伐等により搬出した木材の売払収入でござい

ます。 

 次に、２目物品売払収入の１節物品売払収入の

収入済額６,３１７万１,５１９円のうち、林務水

産課分は５３９万１,７４４円であります。備考

欄になりますが、市有林内の山、砂の売払収入で

ございます。 

 次に、決算書の６３ページをお開きください。

２１款４項３目農林水産業費受託事業収入の４節

林 業 受 託 事 業 収 入 の 収 入 済 額 １ １ ３ 万

６,７００円は、独立行政法人森林総合研究所と

の分収林の受託収入でございます。 

 ２１款５項２目弁償金の１節弁償金のうち、林

務水産課分の収入未済額１３万６,１２５円は、

平成１７年度の唐浜漁港内の沈没船引き上げ作業

における行政代執行に要した費用でございます。 

 その下の４目雑入の１節雑入の収入済額５億

９,６５６万４,７７６円のうち、林務水産課分は

２,５５６万１,４７９円でございます。備考欄は、

７２ページの中段になりますが、鳥獣被害防止緊

急捕獲等対策事業の推進交付金は、事業実施に伴

い鹿児島県鳥獣被害防止緊急捕獲対策協議会から

収入したものでございます。その他は、松くい虫

駆除事業の補償金及び市有林内の鉄塔整備に伴う

立木補償金などが主なものでございます。 

 続きまして、決算書の財産に関する調書の

３８１ページをお開きください。 

 （６）の出資による権利の状況でございますが、

林務水産課分は県漁業信用基金協会と北薩森林組

合それと県森林整備公社、それから県栽培漁業協

会、それとかごしまみどりの基金の５団体への出

資を行ってます。そのうち、平成２５年度中の増

減は、一番上のほうになりますが、県漁業信用基

金協会出資金が６５万増額となり、出資総額が

４,０４５万となっております。 

 以上で、平成２５年度一般会計に係る林務水産

課分の決算状況についての説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）決算書の１４５ページの負

担金補助及び交付金のところの繰越明許の５億

３,５００万はわかりました。同じ項目の不用額

の１,６００万があるんですが、ちょっとこれに

ついてもう少し説明、お願いします。 

○林務水産課長（堂込 修）林業振興費の負

担金補助金及び交付金の不用額１ ,６８０万

２３０円のことだと思いますが。これについて、

中越パルプの補助金がありましたが、その執行額

が、当初予算が５億６,６４３万５,０００円の予

算に対して執行額が５億５,１５５万２,３９０円

という執行額に対しまして、残金が１,４８８万

２,６１０円残金が残ったということでございま

す。 

 それと、あともう１件が、特用林産２円の上乗

せ補助を昨年度から予定しておりましたが、これ

が予算額４６３万５,０００円に対しまして執行

額が３４３万７,３８０円で、残金が１１９万

７,６２０円の残金が生じたということで、この

２件分を合わせて１,６０８万２３０円となった

ものでございます。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）魚をたくさん、子どもたち
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とか学校の子どもたちにいろんな形で以前、お願

いしまして、私の所属する食生活改善推進員のほ

うで食の伝承塾という形でいろんな学校・保育園

等に魚料理をたくさんさせていただきました。 

 おかげで保育園の小さい子どもたちも魚を丸ご

と握って、切り身ではなくて、これが魚だってい

うことを実感してくれましたし、学校側ではなか

なか教育委員会のほうも連携が取れずに、ＰＴＡ

のほうで取り組んでくださるのが多くて、魚料理

がたくさんできました。その点に関しては２５年

度の分、お礼申し上げたいと思いますが。イオの

日－魚のことを「イオ」って言いますね。イオ

の日で、１０日を毎月、魚の日と決めている市・

町もあるようで、今後もそんな形で取り組んでい

ただきたいって思います。 

 要望ですが、今朝ほどの新聞に健康寿命のこと

が載っておりまして。やはり骨や関節、筋肉など

をつくるためにも魚をどんどん、これから高齢者

にもそういう形で取り組んでもらえたらなと思い

ますので。平成２５年度、平成２６年最初のころ、

学校の子どもたちとか一般向けだったんですが、

今回要望としまして、もっと広く一般にもっとも

っと魚を食べさせてもらえる方法を取り組んでほ

しいなという要望をしておきたいと思います。 

 平成２５年度は、大変たくさんお世話になりま

した。お礼申し上げて。今ほど言っておりますロ

コモティブシンドロームって、筋肉が衰えていく

ことなんだそうですが、そんな形にも、これから

は何か自治体ごとにもデータを取っていくってい

う形になっておりましたので、薩摩川内市がもっ

と魚を食べたことで普及できたらなと思いますの

で、反省に基づいて要望をしておきたいと思いま

す。 

○林務水産課長（堂込 修）どうもありがと

うございます。 

 平成２５年度は、さばき方教室を１８回開催し

ております。そのうち、食の伝承が１０回、とれ

たて市が４回、あとは鹿児島県の主催の食育支援

の事業で２回、それと水産多目的機能、これ機能

発揮対策事業ですが、これは薩摩川内市漁協の青

壮年部がやってる事業ですが、これで１回やって

ます。 

 それと、社会福祉協議会事業で、これ５月に

１回行っておりますが、これに関しましては一般

のシニアの男性の方々を対象にやってるというこ

とで。本当、今おっしゃるように、このような形

で２６年度も引き続き、その魚の魚食普及という

意味でも、こういう、さばき方教室を通じて、魚

の魚食普及に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）内水面漁協とか川内川漁協

協同組合にアユ、ウナギ、モズクガニ、フナ等を

放流するのに補助金を出していらっしゃいますが。

この放流の場所と、この匹数は向こうからの要望

でこの匹数になっているのか、その辺を教えてく

ださい。 

○林務水産課長（堂込 修）放流の匹数の件

ですが、ちょっと場所のほうは今、調べてますが。

匹数については内水面漁協のほうで、そういう計

画があって、それに基づいて放流をやってるとい

うことでございます。 

 あと場所については、ちょっと、橋口グループ

長のほうに答えさせます。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）亀山小学

校の、お釣り場のところで放流を行っております｡ 

湯田の河川があるんですけれども。その河川で各

箇所で実施を行っております。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）川がわかりますか。 

○水産振興グループ長（橋口隆二）高城川で

ございます。樋脇川と田海川も入っております。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか、委員の方。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑が尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の発言を許します。 

○議員（井上勝博）大きく二つをお尋ねしたい

んですが。一つは中越パルプのバイオマス発電で

すが、先ほどもちょっと議論になったんですが。

まず固定買い取りの九州電力の保留っていう形で

したっけ。その影響があるのかどうかっちゅうこ

とと。それから、１年間に３０万トンの不用材が

必要とされるわけですよね。来年も１０月、

１２月でしたっけ。操業がそういうことで、もう

近いわけですけども。計画的にしないと環境破壊

にもつながる危険性もあるわけですが、その辺が

ちゃんと計画的なものが見えてきてるのかどうか

ということ。 
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 それから大きな二つ目は、丸山の整備について

なんですが、この予算でどのくらいのこの整備が

できているのか。住民から、昔は頂上まで登れた

んだが今は登れなくなってしまったと。早急に整

備してほしいという住民要望も出てると思うんで

すけども。 

この大きな２点、お尋ねしたいと思います。 

○林務水産課長（堂込 修）まず、中越パル

プの件でございますが、買い取り制度で今、不安

定な何か電気があるということで九州電力のほう

がそういう話がなっておりますが。私ども今、そ

の件に関してはちょっと確認は取れてないところ

で。しかし、バイオマス発電の場合は常時発電さ

れますので、そういう太陽光みたいな不安定な電

気にならないんじゃないかなと想定してます。そ

れと、計画的な燃料供給が大事じゃないかちゅう

ことなんですが、中越パルプのバイオマス発電に

係る協議会を設置しておりまして、それは南九州、

熊本と宮崎も含まれておるんですが、そこの中越

パルプの関連会社の中で、その燃料を調達すると

いうような形を取られておりますので、そのあた

りはちゃんと計画的な燃料調達ができるんじゃな

いかというふうに私どもは考えているところでご

ざいます。 

 それと、丸山の整備に関してなんですが、今回、

まちづくり懇話会のほうでも提案されております

が、私ども現地を調査したところでございます。

この件に関しては、平成２１年に市道側のほうに

大きな石の落石があったということで、これを受

けて、治山林道の協会のほうで委託をかけて調査

をしております。山の、その岩の調査ですね。 

 その結果、結構、布石が多くて、全ての事業を

行えば８億ぐらいの。そういうロックを止めると

いうか、そういう費用がかかるというような結果

が出ております。私どもとしては、今はそういう

危険なところに遊歩道ちゅう形で通せば、当然、

管理責任が問われるということで、そこの、その

ような多額な費用もかかるということから、今の

ところは封鎖しているというような現状でござい

ます。この件に関しては、また、まちづくり懇話

会のほうでも回答はするようにしておりますので、

これに関しては御理解いただけないかと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、林務水産課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△耕地課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、耕地課の審査に

入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（高橋三丸）耕地課の平成

２５年度の主要施策の成果について、概要を御説

明いたします。各会計歳入歳出決算附属書の

１０７ページをお開きください。 

 耕 地 課 の 平 成 ２ ５ 年 度 の 決 算 額 は ４ 億

７,４９９万９,６１７円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の安全で安定

した水利用の確保といたしまして、川内川右岸地

区農業用水施設等に係る修繕のほか、川内川多目

的取水管理組合への負担金を支出しております。 

 次に、２の県営事業による農業生産基盤及び農

村環境の基盤整備において、下記の表に記載のと

おり、県営土地改良事業に要する一部を負担して

おります。 

 １０８ページをお開きください。３の市単・県

単土地改良事業による農業生産基盤及び農村環境

の整備として、農道用排水路等の整備維持補修等

を行っております。 

 ４の農業施設管理団体等への負担金補助金とい

たしまして、土地改良区への補助金交付を行った

ほか、農地・水保全管理支払交付金事業を行って

おります。 

 １０９ページにおきまして、５、湛水防除施設

の維持管理において市内の排水機場の修繕等を行

ったところでございます。 

 ６の農業用施設の災害復旧として、平成２５年

度に発生した農地・農業用施設に係る災害の復旧

事業を行っております。 

 以上で、平成２５年度の耕地課の決算状況の概

要についての説明を終わります。よろしく御審査

賜りますよう、お願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳

入歳出決算中、耕地課分について当局の説明を求

めます。 
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○耕地課長（前迫浩一）それでは、耕地課の

歳出につきまして説明をいたしますので、決算書

の１４１ページをお願いいたします。 

６款３項１目農業土木総務費は、予算現額

１億７１１万６ ,０００円、支出済額１億

６５７万５,６９９円のうち、耕地課分は支出済

額９ ,６６８万４ ,９７６円、不用額２６万

６,０２４円で、執行率は９９.７％でございます。

これは、職員１１名分の給与費、行政事務嘱託員

１名の報酬、入来地域畑地かんがい施設維持管理

業務委託が主なものでございます。 

 同ページの下段になりますけれども、同項２目

農業施設改良費は予算現額２億７ ,９４９万

７ ,００ ０円 、支 出 済額 ２億 ６ ,９０ ７万

８,５３１円、不用額１,０４１万８,４６９円で、

執行率は９６.３％でございます。 

 支出の主なものは、農道改良工事等の治山土地

改良事業費、揚水ポンプ設置工事の県単土地改良

事業費、土地改良区補助金や農地・水保全管理支

払交付金事業負担金の農業施設負担金補助金、そ

れと県営土地改良事業に係ります農業施設県営事

業負担金、それと川内川からの取水や用水に必要

な水土利用事業費、それと土地改良施設の維持改

修のための維持管理適正化事業費、それと清浦ダ

ムの保守点検に必要なダム管理費でございます。 

 ５０万円以上の不用額でございますけれども、

１９節負担金補助及び交付金におきまして

９７８万６３８円の不用額がございますが、これ

は県営事業費確定によります執行残が主なもので

ございます。 

 １４３ページをお願いいたします。６款３項

３目湛水防除事業費は、予算現額６,０１１万円、

支出済額５ ,７８０万３ ,６５３円、不用額

２３０万６,３４７円で執行率は９６.２％でござ

います。 

 ９節旅費につきましては、大雨災害等による夜

間休日出勤があったため未執行でございます。 

 また、１４節使用料及び賃借料におきまして

１７６万４９１円の不用額がございますが、これ

は排水場内へのごみや水草の流入により、土砂や

堆石等が少なかったため、執行残となったもので

ございます。 

 次に、２０１ページをお願いいたします。

１１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧費

の耕地課分は、予算現額２,４００万２,０００円、

支出済額２ ,１９４万７ ,２４７円、不用額

２０５万４,７５３円で、執行率は９１.４％でご

ざいます。これは、職員給与費、測量設計業務委

託、工事請負費が主なものでございます。 

 １５節工事請負費におきまして２０５万

５００円の不用額がございますが、これは執行残

によるものでございます。 

 次に、２０３ページをお願いいたします。同項

２目現年単独農林水産施設災害復旧費の耕地課分

は 、 予 算 現 額 ３ , ０ ０ ０ 万 円 、 支 出 済 額

２ ,９４ ８万 ５ ,２１ ０ 円、 不用 額５ １万

４,７９０円で、執行率は９８.３％でございます。

これは、単独災害復旧工事７１件を実施したもの

と、単独農地災害復旧事業補助金２５件が主なも

のでございます。 

 続きまして、歳入について説明をいたしますの

で、決算書の１７ページにお返りください。 

 １３款１項１目、１節農業土木費分担金

７９２万３,０００円は、これは県営事業分担金

それと市単土地改良事業分担金、県単土地改良事

業分担金の３件分でございます。 

 同項３目１節農林水産施設災害復旧費分担金は、

これは災害復旧事業に伴います受益者からの分担

金でございます。 

 次に、２１ページをお願いいたします。１４款

１項４目、１節農業使用料のうち、農道占用料行

政財産使用料が耕地課分でございます。これは、

入来町の農道や樋脇町の水道など、行政財産の占

用料でございます。 

 次に、３１ページをお願いいたします。１４款

２項４目、１節農林水産業手数料のうち、諸証明

手数料が耕地課分でございます。 

 次に、４７ページをお願いいたします。１６款

２項４目、２節農業土木費補助金は、これは防災

ダムの維持管理事業補助金、それと農地・水・環

境保全向上活動推進交付金、市町村推進事業補助

金、それと農業・農村活性化推進施設等整備事業

補助金の３件分でございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。１６款

２項９目、１節農林水産施設災害復旧費補助金は、

災害復旧費に伴います補助金でございます。ちな

みに平成２５年度は農地９件、施設４件を実施し

ております。 
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 次に、５３ページをお願いいたします。１６款

３項４目、３節農業土木費委託金は、これは権限

移譲事務委託金、それと県営事業用地取得業務委

託金の２件分でございます。 

 次に、５７ページをお願いいたします。１７款

１項２目、１節利子及び配当金の耕地課分は、農

地環境保全基金の利子収入でございます。 

 次に、６１ページをお願いいたします。１９款

１項６３目、１節農地環境保全基金からの繰り入

れ に よ る も の で 、 治 山 土 地 改 良 事 業 費 へ

２ ,２００万円、農業施設負担金補助金へ

３００万円の支出を行っております。 

 次に、７１ページをお願いいたします。２１款

５項４目、１節雑入の耕地課分は、これは白山ト

ンネル車道照明ランプ取替修繕負担金、それと電

気料の実費収入、それと土地改良施設維持管理適

正化事業交付金の３件分でございます。 

 次に、７９ページをお願いいたします。２１款

５項５目、１節違約金及び延滞利息の耕地課分は、

これは平成１２年度災害復旧工事契約金額改良に

伴います違約金でございます。なお、平成２５年

１１月７日に債権者から時効援用届出がございま

して、決裁を受けまして、不納欠損処理を行って

おります。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の発言を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課を終わります。御苦労さんでし

た。 

────────────── 

△六次産業対策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、農林水産部六次

産業対策課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、六次産業対策監の

説明を求めます。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）それでは、

平成２５年度の六次産業対策課関係の主要施策の

成果につきまして、概要を御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の９９ページでござ

います。こちらをごらんいただきたいと思います。 

 一番上の欄にございますように、六次産業対策

課関係の平成２５年度の決算額は９２２万

８,５９９円となりました。 

 主な取り組みといたしましては、その下にござ

いますように、まず１番といたしまして、農林漁

業の六次産業化の促進に関することとして、平成

２５年度７月、農林漁業の六次産業化の促進に関

する条例を制定をいたしました。また、ことしの

２月１日、平成２６年の２月１日に、樋脇保健セ

ンターにおきまして六次産業化推進研修会を開催

をいたしております。 

 次に、大きな２番目、六次産業化基本計画に関

することといたしまして、同条例の規定に基づき

まして平成２６年の３月、平成２６年度からの

５カ年間を計画期間といたします六次産業化基本

計画を策定をいたしました。 

 最後に、大きな３番、農商工連携といたしまし

て、商工会に対しまして、ごらんの農商工連携支

援補助金を交付をしております。 

 以上で、平成２５年度の六次産業対策課関係の

主要施策の成果について、御説明を終わります。

よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

○委員長（佃 昌樹）引き続いて、一般会計

歳入歳出決算中、六次産業対策課分について当局

の説明を求めます。 

○六次産業対策課長（山元義一）六次産業対

策課です。よろしくお願いします。 

 当課における平成２５年度決算の説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳出について、平成２５年度薩摩川内市

各会計歳入歳出決算書の１３９ページをお開きく

ださい。６款１項２目農業総務費、支出済額３億

５,９２３万２,６４５円のうち、六次産業対策課

分は９２２万８,５９９円です。 

 １４０ページの備考欄で、その内容を説明いた

します。米印、六次産業対策課分をごらんくださ

い。 

 市農政企画審議会委員報酬が２０人で３回開催、

市林業振興推進協議会委員報酬が１６人で１回開

催及び第２次薩摩川内市農業・農村振興計画及び

六次産業化基本計画策定業務委託料並びに農商工
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連携支援補助金が主なものです。 

５０万円以上の不用額ですが、委託料の不用

額１１３万７,１１８円のうち、六次産業対策課

分が１００万８,７７７円です。これは第２次薩

摩川内市農業・農村振興計画及び六次産業化基本

計画策定業務委託料の入札残です。 

 次に、負担金補助及び交付金の不用額３４５万

１６５円のうち、六次産業対策課分が３３９万

４,７００円です。主なものは、予算措置してい

た農商工連携チャレンジ起業支援補助金２９０万

円について、要望がなかったため不用額となった

ものです。 

 続きまして、歳入につきましては、財源は全て

一般財源のため、説明箇所はございません。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますよう、お願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（帯田裕達）農商工連携に関することで、

薩摩川内市商工会に補助金を出していらっしゃい

ますが、この薩摩川内市商工会はどんな内容のこ

とをされたのか、教えていただきたい。 

○六次産業対策課長（山元義一）この補助金

は、「海幸・山幸事業」と言いまして、本市の農

林水産物を使った加工品の商品カタログを作成し、

市内外へ販売することで、市内の商工業者の売り

上げ増進と地域振興になっているものです。事業

主体は薩摩川内市商工会でございます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の発言を許可します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、六次産業対策課を終わります。 

 以上で、議案第９４号決算の認定について、

平成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託分について質疑が全て終了し

ましたので、これより討論採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本決算を認定すべきものと認めることに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定をいたし

ました。 

────────────── 

△委員会報告書の取りまとめ 

○委員長（佃 昌樹）以上で、日程の全てが

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては、委員長に御一任いただくことに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の継続調査申出 

○委員長（佃 昌樹）それでは、閉会中の継

続調査についてお諮りします。 

お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査を

議長に申し出たいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）内容は、従来の内容に

なっています。御異議なしと認めます。よって、

そのように決定をしました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（佃 昌樹）以上で、企画経済委員

会を閉会します。 

委員の皆さん、二日間にわたり本当に御苦労

さまでした。どうもありがとうございます。 
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閉会中の継続調査について 
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閉会中の継続調査について  

企 画 経 済 委 員 会 

（調査事項）  

１ 企画・情報政策について  

２ 行政改革について  

３ 地区コミュニティについて  

４ 男女共同参画について  

５ 広聴・広報政策について  

６ 商工業振興について  

７ 甑島航路・交通運輸について  

８ 企業・港湾振興について  

９ シティセールス・観光政策について  

10 農業・畜産振興について  

11 林務・水産振興について  

12 農業・農村基盤整備について  

13 地域振興施策について  
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